
 

 

    

 

 

１． 変更内容 

  「輸入申告等照会（IID）」業務、「輸出申告等照会（IEX）」業務を ebMS 処理方式で利用できるように 

変更する。 

 

２．変更対象 

  （１）対象業務 

     「輸入申告等照会（IID）」業務 

    「輸出申告等照会（IEX）」業務 

 

  （２）対象出力情報 

「輸入申告等照会（IID）」業務 

・輸入申告等照会（輸出入者用）情報（SAD04C/AAD04C） 

・輸入申告等照会情報（SAD0AP 等/AAD0AP 等） 

・特例申告照会（輸出入者用）情報（SAD05C/AAD05C） 

・輸入申告等照会情報（輸入（引取）申告照会情報）（SAD0EP/AAD0EP） 

・石油製品等移出（総保出）輸入申告照会（輸出入者用）情報（SAD06C/AAD06C） 

・輸入マニフェスト通関申告照会情報（AAD0FP） 

・一括特例申告照会情報（SADDCP/AADDCP） 

 

    「輸出申告等照会（IEX）」業務 

・輸出申告照会情報（大額）（SAE0LC/AAE0LC） 

・輸出申告照会情報（少額）（SAE0SC/AAE0SC） 

・積戻し申告照会情報（大額）（SAE0AC/AAE0AC） 

・積戻し申告照会情報（少額）（SAE0BC/AAE0BC） 

・特定輸出申告照会情報（大額）（SAE0EC/AAE0EC） 

・特定輸出申告照会情報（少額）（SAE0FC/AAE0FC） 

・展示等積戻し申告照会情報（大額）（SAE0GC/AAE0GC） 

・展示等積戻し申告照会情報（少額）（SAE0HC/AAE0HC） 

・輸出マニフェスト通関申告照会情報（AAE0JC） 

 

 ３．特記事項 

（１）以下の EDI 仕様について変更を行う。 

・付表 6-13 ebMS 処理方式対応業務一覧 

 

 （２）ebMS 処理方式での業務実施可能とするが、NACCS EDI 電文のみ実施可能とし、XML 変換処理については

対応しない。 

 

４．リリース予定日／サービス開始予定日 

平成２６年０７月２０日（日） 
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＜Air-NACCS／Sea‒NACCS 共通＞ 
輸出入申告照会業務における ebMS 処理方式による対応 
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＜変更前仕様＞ 

「輸入申告等照会（IID）」業務、「輸出申告等照会（IEX）」業務は ebMS 処理方式では利用できない。 

＜変更後仕様＞ 

「輸入申告等照会（IID）」業務、「輸出申告等照会（IEX）」業務を ebMS 処理方式で利用できるように変

更する。 


